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ニュージーランド・シンガポール間および日本・シンガポール
二国間自由貿易協定(FfA)における原産地規則の比較分析

稲永直人・山本康貴

A Comparative Analysis on the Rule of Origins between 
New Zealand-Singapore's FTA and Japan-Singapore's FTA 

Naoto INENAGA and Yasutaka YAMAMOTO 

Summary 

Singapore and New Zealand have signed an Agreement on a Closer Economic Partnership (AN-

ZSCEP) on 14th November 2000. 

But all products exported仕omSingapore to New Zealand can not be applied to zero tariffrate un-

der the ANZSCEP. Which products will be entitled to be zero tari即 Thepurpose ofthis paper is to ex-

amine the rules of origins in ANZSCEP and to compare the rules of origin between ANZSCEP and 

JSEPA (The Japan-Singapore EconomicAgreement for a New Age Partnership). 

1.課題

21世紀に入り，世界では自由貿易協定 (Free

Trade Agreement : FTA)の締結が急増している。

FTAはWTOでの多角的貿易交渉に比べ早く交

渉が妥結し， FTA締結国間で貿易自由化がより

急速に進展するといわれている。 FTA増加の背

景には， WTOによる世界規模での自由貿易体制

をFTAが補完する役割を果たし得るという共通

認識が広がっている事情がある(註1)。

2002年11月に日本で初めての二国間FTAがシ

ンガポール(以下， SGP)との問で発効してい

る(以下J-S協定)。一方， 2001年l月にニュー

ジーランド(以下， NZ) . SGP二国間 FTA

(以下N-S協定)は，すでに発効している oN-

S 協定では，全産品の関税が撤廃された。しかし，

FTAによって関税ゼロと認められるには，ある

産品が域内品かどうかを認定するためのルールで

ある原産地規則を満たす必要がある。原産地規則

とは，一般に産品の生産国を認定するルールであ

る。原産地規則を満たせば域内品と認められ，関

税が免除ないしは削減されることになるので
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FTAでは極めて重要なポイントであるo 原産地

規則が厳しすぎれば実質的な貿易自由化とはいえ

ず， FTAの効果も減少する。しかし，原産地規

則が緩ければ第三国を経由した迂回翰出の恐れな

どが強くなる。このため，原産地規則は，自由貿

易協定上の重要な論点として扱われている。例え

ば，農産物輸出国である NZから輸出された NZ

産農産物が， SGPを経由して日本へ関税ゼロで

迂回輸出される可能性があれば，日本農業は少な

からず影響を受けかねない。

Bhagwati [1]は， FTAの増加によって多種

多様な原産地規則が複雑に絡み合って存在する状

態を「スパゲティ・ボウル現象(ボウルの中で，

スパゲティの麺と麺とが絡み合ってほどけない状

態)Jと呼び，その場合は，貿易の通関システムが

パンクして世界貿易が混乱する懸念があることを

示した(浦田口2])。これを避けるには，原産地

認定方式をなるべく統ーしたうえで，簡便な原産

地証明書の発行方法を工夫することが重要である

(木村[5 J)。

それでは， N-S協定の原産地規則は， J-S協定

の原産地規員1]と同等な内容なのであろうか。両協
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表1 ANZSCEP発効までの経緯

年 月日 主 な 動 き

1999 7月1日 ニュージーランドとシンガポ}ルの両国通産大臣が一国間FTAについて検討を開始することで合意。

9月11日 両国首相がFTAを締結すベ〈交渉開始することを決定。

10月4- シンガポールで第l回交渉。

5日

10月26- ニュージーアンドで第2回交渉。

29日

11月14- シンガポールで第3回交渉。

17日

11月27日 ニュージーフンド総選挙。その後，政権が交代し，交渉は一時中断。

2000 2月18日 ニュージーランド政府は， FTAの交渉再開を決定。

3月13- ニュージーフンドで第4凶交渉。

17日

5月15- シンガポールで第5回交渉。

17日

7月10- ニュージーランドで第6回交渉。

15日

11月14日 シンガポールで両図首相がANZSCEPに調印。

2001 l月1日 ANZSCEPが発効。

資料)Hoa1dey [1] pp.24-45により作成。

定の原産地規則が， rスパゲテイ・ボウル現象」
をもたらす恐れはないのだろうか。 FTA締結に

よる経済効果の分析は，浦田 [ll]などがある。

しかし，原産地規則の詳細な内容は，これまであ

まり知られていない。

本論文の課題は， N-S協定と J-S協定の原産

地規則を比較し，同協定の原産地規則が「スパゲ

テイ・ボウル現象」をもたらす恐れがないかどう

かの検証を試みることにある。

2.ニュージーランド・シンガポールニ国間自由

貿易協定 (ANZSCEP)と日本・シンガポール

ニ国間自由貿易協定 (JSEPA)の成立経緯と

協定概要

1) ANZSCEPの成立経緯

表lは， ANZSCEP発効までの経緯を示した

ものである。 NZとSGPは， 1999年10月4日に

交渉を開始し， 2000年11月14日に N-S協定に調

印した。つまり交渉期間は約l年1ヶ月である。

多角的貿易交渉であるウルグアイ・ラウンドが交

渉合意に実質8年かかったことを考えれば， FTA 

ではいかに貿易自由化が急速に進展するかが示唆

される。
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表2は， FTAに含まれる項目を FTA間で比較

したものである。 N-S協定は，他の FTAと同様，

単に産品の貿易自由化に留まらない包括的な項目

を含んで、いる点が確認できる。

2) JSEPAの成立経緯

表3は， JSEPA発効までの経緯を示したもの

である。日本と SGPは， 2001年1月に交渉を開

始し， 2002年l月に J-S協定に調印した。つまり，

交渉期間は約 I年である。交渉期間は， N-S協

定とほぼ同じである。

また，表2より， J-S協定に含まれる項目も N

-8協定と同様に広範囲にわたっている点が確認

できる。

3.原産地規則の一般概要(註2)

原産地とは，産品の全部を生産，もしくは実質

的な変更をもたらし，新たな特性を与える行為を

最後に行った固と定義される。原産地規則は，一

般に産品の生産国を認定するルールであるので，

FTAのように，輸入貨物に係る個々の関税・通

商政策の取扱いが原産地によって異なる場合に必

要となる。

一般に原産地の認定基準には，完全生産品基準
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表 2 FTAに含まれている項目の比較

米 N 米 F カ メ E N 本日 ン
A T ナ キ U Z ン

イ F ヨ A ダ ン ガ
ス T 1レ A コ メ オ ン ポ
フ A ダ チ キ ン
コ二 ン チ ン ス カ" Jレ
jレ コ ト ポ

フ N 
lレ Z 

ア

関税撤廃 O 。O O O O O O O O 
数量制限の禁止 。 O O O O O O O 

セーフガード措置 O O O O O O O O O 

反ダンピング・相殺関税 O O O O O O O O 

原産地規則 O 。O O O O O O O O 
関税評価・税関手続き O O O O O O O O O 

投資 。 O O O O O O O 

サーピス O 。O O O O O O O O 
基準・認証 (MRA) O O O O O O O 

衛生縞物検疫 O O O O O O O 

政府調達 O O O O O O O O O 

知的財産権 O O O O O O O O O 

競争 O O O O O O O O 

紛争解決 O 。O O O O O O O 

図際収支条項 O O O 

一般例外 O O O O O O O O O 

経済技術協力 O O O 

合同委員会 O O O O O O O 

電子商取引 O O O 

人の移動 O O O O O O 

環境 ム O ム ム

労働 A O ム

資料)通商白書2001[5] p. 161， Hoa1dey [1]により作成。

註 1)図中のOの表示は本協定内で規定されていることを意味し，ムの表示は本協定でなく補
完協定の中で規定されていることを意味する。

註2)NAFTAとは北米自由貿易協定のこと o FTAAとは米州自由貿易協定のこと。

表3 JSEPA発効までの経緯

年 月日 主 な 動 き

1999年 12月8日 シンガポールと日本の首相が一国間FTAについての共同研究を開始することで合意。

2ω0年 10月22日 両国首相がFTAを締結すべく交渉開始することを決定。

2001年 1月31日~

2月l日 シンガポールで第 l回交渉。

4月24日~

27日 日本で第2回交渉。

9月3日~

5日 シンガポールで第3回交渉。

10月10日~

12日 日本で第4団交渉。

2002年 l月13日 日本で両国首相がJSEPAに調印。

11月30日 I~SEPA 7;<発効。

資料)通商白書2001[5] p. 181.日本 シンガポール共同検討会合報告書[6]により作成。

149 



北海道大学農経論叢 第60号

と実質的変更基準がある。完全生産品基準とは，

その国原産の材料だけを使って製造，もしくは得

られた産品であるかどうかを認定する基準である。

実質的変更基準とは，域内で十分に加工されたか

どうかを認定する基準である。これらの基準を満

たすことにより原産地の資格を得ることができる。

完全生産品基準は，産品の生産に lつの国しか

関与していない場合に適用され，主として農産物，

動植物，鉱物，地下資源等の天然産品が対象とな

る。実質的変更基準は，産品の生産に，2つ以上の

国が関与している場合に適用され，主として加工

食品，工業製品等が対象となる。

N-S協定と J-S協定は，実質的変更基準とし

て，関税分類変更基準と付加価値基準の2つを用

いている(註3)。関税分類変更基準では，すべ

ての産品や材料に割り振られている関税率表番号

(tariff code)をもとに，得られた産品に適用さ

れる関税分類と使用材料に適用される関税分類と

が異なる場合，実質的変更があったとみなされる。

一方，付加価値基準では，産品を製造するにあ

たって当該国でかかった費用を総製造費で割った

ものである原産資格割合 Oocalvalue content) 

が一定の比率以上の場合，実質的変更があったと

みなされる。一般に，関税分類変更基準は原産地

決定のための条件が客観的で，基準を満たしてい

るかどうかの立証が容易という長所を持つ。その

一方，例外品リストの作成が困難で、， しかも技術

進歩・経済的条件などに鑑み，常に例外品リスト

の更新も必要という短所を持つ。また，付加価値

基準は基準が単純という長所を持つが，原産資格

割合が，材料の市場価格や通貨相場の変動に左右

されやすいなどの短所を持つ。

関税分類変更基準には，項変更基準 (4桁変

更)と号変更基準 (6桁変更)がある。項変更基

準の方が，比較的大きな括りで関税分類表番号の

変更が必要となるため，より厳しい基準といえる。

また付加価値基準は，産品又は材料に占める原産

資格割合の高い方がより厳しい基準とみなされる。

原産地を認定するにあたって， FTA毎に異な

る内容の実質的変更基準が採用される結果， rス
パゲティ・ボウル現象」の恐れが強くなるといえ

よう。以上のことを念頭におき， N-S協定， J-S 

協定の原産地規則の詳細について，みていくこと
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にしたい。

4. ANZSCEPの原産地規則の概要

， )産品についての原産地規則
N-S協定では，産品の原産地規則について，

(1)完全生産品基準と(2)実質的変更基準があり，ど

ちらかの基準を満たす産品を原産品としている。

(1) 完全生産品基準

完全に SGP(NZ)原産の材料を使って製造し

たもの，もしくは得られた産品が対象となる。

FTA締約国において完全生産品基準を満たせば，

原産品資格を得ることができる。具体例として，

SGP (NZ)で収穫，採集された植物，動物，魚

などがあげられる(註4)。

(2) 実質的変更基準

N-S協定の実質的変更基準は，付加価値基準

が基本である。具体的には，以下の A~C の 3 つ

の場合に分けて，原産品資格を認定する。

A.付加価値基準のみの場合

SGP(NZ)原産と域外原産の材料を使って SGP

(NZ)で製造された産品が対象となる。この産

品は，以下の条件をすべて満たす必要がある。

i)製造の最終工程がSGP(NZ)で行われて

いること。

ii)産品の原産資格割合が40%以上であること。

原産資格割合とは，産品を製造するにあ

たって当該国でかかった費用を総製造費で

割ったものであり，生産国認定にあたり重要

な指標になる。以下に，本基準の条件 i)， 

ii)を共に満たす場合の具体例をあげる(註

5 )。

SGP原産の部品と域外原産の部品を使って最

終工程として SGPで組み立てられたテレピ

(TV)の場合， SGP原産の材料費を $40，域外

からの輸入材料費を $100とし， SGPでのTVの

組み立て費(労働費と間接費)を$60とすると，

総製造費は$200 (40+ 100+60)となる。この例

の場合，TVの材料に SGP原産材料と域外原産

材料を使用して，最終工程として SGPでTVに

組み立てられているため，本基準が適用されるこ

とになる。このとき，本基準の条件 i)， ii )は，

以下のようになる。

i) TVは，最終工程として SGPで組み立て
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ニュージーランド

| 2品質検査 I [コ 3 シンガポーノレから

。ト士|
モニタ}を輸入

図1 付加価値基準+品質検査①(域外原産材料の

み含む)を満たす産品のフロー図 (N-S協定

の場合)

られている。

ii)原産資格割合が50%(ミ40%)である。

原産資格割合
s 40+ $ 60 

X100 
($4ο+ $100+ $60) 

$100 
=一一一一X100=50%注40%$200 ".vv  vv，v-.v，u 

以上のように， TVは，本基準の条件 i)， 

ii)を共に満たしている。その結果， SGP原産

であると認められNZへ関税ゼロで輸出できる。

B.付加価値基準+品質検査①(域外原産材料

のみ含む)の場合

域外材料だけを使って域外で製造された産品で，

品質検査(QualityControl Checking and Testing 

:QCTと略)を SGP(NZ)で受けるために輸入

された産品が対象となる。この産品は，以下の条

件すべてを満たす必要がある。

i) SGP (NZ)に輸入された時に域内原産材

料を含んで、いないこと。

ii)品質検査がSGP(NZ)で行われ，かっそ

れが最終工程であること。

iii)産品の原産資格割合が50%以上であること。

なお，繊維・衣料・履物 (TCFと略される場

合が多い;Textiles， Clothing and Footwearのこ

と)などは例外的に，品質検査を最終工程と認め

ないとする「特例措置(註6)JがN-S協定附属

書中に存在している。 NZのTCFは，国際競争

力で劣り，囲内保護が必要といわれている産業で

ある。関税を撤廃したANZSCEPといえども，

特定産業の国内保護を事実上，意図した「特例措

置」を含んでいる点は注目される。品質検査を最

終工程と認められていない具体的な産品は，以下

のHSコードのものである。

HS39類:プラスチック及ぴその製品(註7)，
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HS40類:ゴム及びその製品(註8)，HS42類:

革製品及び動物用装着具並びに旅行用品，ハンド

パック(註9)，HS43類:毛皮及び人造毛皮並び

にその製品(註10)，HS48類:紙と板紙及びその

製品(註11)，HS50類:絹， HS51類:羊毛，獣

毛， HS52類:綿， HS53類:植物性織物繊維， HS 

日類:人造繊維の長繊維， HS55類:人造繊維の

短繊維， HS56類:詰め綿，布，不織物， HS57 

類:カーペット，その他床を覆うもの， HS58 

類:特別な織物， HS59類:染め織物など， HS60 

類:編物，クローシェ編物， HS61類:編まれた

衣類，衣類付属品， HS62類:編まれてない衣類

及び衣類付属品， HS63類:その他の衣類， HS64 

類:靴， HS65類:帽子及びその部分品， HS70 

類:ガラス及びその製品(註12)，HS94類:家具，

寝具，マットレス，クッシヨン，その他(註13)，

HS96類:雑品(註14)。

さて，以下に，本基準の条件 i)，ii)， iii)を

すべて満たす場合の具体例(図1)をあげる(註

15)。
品質検査のため，コンピューター・モニター

(域内原産材料を含んでいなし、)が域外から SGP

に輸入されたとする。コンピューター・モニター

費を $100，SGPでの品質検査費を $110とする

と，品質検査済みのモニターの総製造費は $210

(100+110)となる。この例の場合，域外の材料

だけを使って域外で製造された産品(コンピュー

ター・モニター)が，品質検査を SGPで受ける

ために輸入されているので，本基準が適用される。

また，このとき本基準の条件 i)， ii)， iii)は，

以下のようになる。

i) SGPへの輸入時に，コンピューター・モ

ニターは域内原産材料を含んでいない。

ii)品質検査がSGPで行われており，かっそ

れが最終工程である。

iii)原産資格割合が52% (~50%) である。

s 11o $110 
原産資格割合一一一一

$ 100+ $ 110 $ 210 

=52%ミ50%

以上のように， SGPへ輸入されたコンピュー

ター・モニターは，本基準の条件 i)， ii )， iii) 
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ニュージーランド

4 シンガポーノレから

品質検査済みの

テレピを輸入

図2 付加価値基準+品質検査②(域内原産材料を含む)

を満たす産品のフロー図 (N-S協定の場合)

をすべて満たしている。その結果， SGP原産で

あると認められ， NZへ関税ゼロで輸出できる。

C.付加価値基準+品質検査②(域内原産材料

を含む)の場合

域内原産材料が含まれるが，域外で製造された

産品で，最終工程として品質検査を SGP(NZ) 

で受けるために輸入された産品が対象となる。こ

の産品は，以下の条件をすべて満たす必要がある。

i) SGP (NZ)に輸入された時に域内原産材

料を含んでいること。

ii)品質検査がSGP(NZ)で行われ，かっそ

れが最終工程であること。

iii)品質検査の原産資格割合が8%以上である

こと。

iv)産品の原産資格割合カ140%以上であること。

以下に，本基準の条件 i)， ii)， iii)， iv)を

すべて満たす場合の具体例(図2)を挙げる(註

16)。

SGPで製造されたブラウン管(材料は域外原

産材料と SGP原産材料の両方を含むものとす

る)を，一度域外に輸出する。域外でTVに組み

立てた後に，再びSGPへ輸出し，最終工程とし

て品質検査をしたとする。域外原産材料費を$50， 

SGP原産の材料費十SGPでのブラウン管製造費

を$70，域外での組み立て費を$50，SGPでのTV

の品質検査費を $30とすると， TVの総製造費は

$ 200 (50+70+50+30)となる。この例の場合，

域外で製造された産品(域内原産の材料が含む)

で，最終工程として品質検査を SGPで受けるた

めに輸入されているので，本基準が適用される。

また，このとき本基準の条件 i)，ii)， iii)， 

iv)は，以下のようになる。
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i) SGPに輸入された時に，ブラウン管は域

内 (SGP)原産材料を含んで、いる。

ii)品質検査は SGPで行われており，かっそ

れが最終工程である。

iii)品質検査の原産資格割合が15%(ミ 8%) 

である。

品質検査の原産資格割合

s干0+事30
XlQO 

($ 50+ $ 70+ $ 50+ $30) 

$ 30 
=一一一一一XlOO=15%注8%
$200 

iv)製品の原産資格割合が50%(ミ40%)である。

原産資格割合
s 70+ $30 

X100 
( $ 50+ $ 70+ $ 50+ $ 30) 

$100¥  
=一一一一X100=50%240% 
$200 

以上のように，本基準の条件 i)， ii)， iii)， 

iv)すべてを満たしている。その結果， TVはSGP

原産であると認められ， NZへ関税ゼロで輸出で

きる。

2 )原産材料についての原産地規則

材料とは，産品の製造過程で使われた，もしく

は消費された材料(間接費として扱われた材料は

除く)のことである。原産材料 (originatingma-

terial)とは以下の(1)完全生産材料，もしくは(2)

加工材料の基準を満たす材料である。原産材料は，

産品の原産地規則を決定する上でも重要となる。

(1) 完全生産材料

完全生産材料とは， SGP (NZ)で完全に生産，
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もしくは得られた材料のことである。産品の付加

価値を計算する際には，この材料費の100%を原

産材料費として計上できる。完全生産材料の原産

地規則は，先に述べた産品についての(1)完全生産

品基準と同様である。

(2) 加工材料

加工材料のうち，十分加工された材料は原産材

料として認められる。また，十分に加工されてい

ないが一部を原産材料として認められる材料は，

部分原産材料 (partly originating)と呼ばれる O

産品の付加価値基準を計算する際には，この材料

費に原産資格割合を掛けた値を部分原産材料費と

して計上できる。加工材料として産品の付加価値

を計算する際には，以下の条件 i)， ii)がポイ

ントとなる。

i )製造の最終工程がSGP(NZ)で行われて

いる。

ii)材料の原産資格割合が40%以上である。

原産材料(部分原産材料)には，ケース A

( i )， ii)を両方満たす)，ケース B (i) 

は満たすがii)は満たさない)，ケース C

( i )は満たさないがii)は満たす)という

3つのケースを考えることができる。以下で

はこの 3つのケースを川賞にみていく。

A.条件 i)，ii)を両方満たす場合

加工された材料が原産材料であると認められる

には，製造の最終工程がSGP(NZ)で行われて

いる点，材料の原産資格割合が40%以上である点，

をいずれも満たしていることが必要である。この

場合， (1)完全生産材料と同様に，産品の付加価値

を計算する際には，材料費の100%を原産材料費

として計上できる。以下では，条件 i)， ii)の

両方を満たす場合の具体例をあげる(註17)。

域外から輸入された材料を使って，最終工程と

して SGPで組み立てられたブラウン管があると

する。域外原産材料費を $10，SGPでの組み立て

費(労働費と間接費)を $30とすると，ブラウン

管の総製造費は$40 (10十30) となる。このとき，

条件 i)， ii )は以下のようになる。

i )ブラウン管は，最終工程として SGPで製

造されている。

ii)ブラウン管の原産資格割合が75%(注

40%)である。

ブラウン管の原産資格割合

%
 

V
冗

n
U

M

J

A

斗・

0

¥

4

 

1
4

一。

×

日

一

々

i

一、J

一一

一

玖

%

)

F中

o

r

-

-

n

u

 

q
d
一l
「

1
ム

S
一O

×

1

-

怜

h
v
n
u一
凡

U

i

3

一4

/
l
q
v一屯
ψ一一

以上のように，ブラウン管は条件 i)， ii)を

共に満たしている。その結果， SGP原産の材料

であると認められる。産品の原産資格割合を計算

する際には，ブラウン管の材料費として$40 (40 

X100%)を計上できる(註18)。

B.条件 i)を満たすが，条件ii)を満たさな

い場合

この場合，製造の最終工程がSGP(NZ)で行

われているが，材料の原産資格割合が40%未満で

あるとなるので，材料は部分原産材料と考えられ

る。産品の付加価値基準を計算する際に，産品の

材料費として，部分原産材料に原産資格割合を掛

けたものを計上できる。また，残りの材料費は，

域外原産材料費として扱われる。以下では，条件

i) を満たすが，条件ii)を満たさない場合の具

体例をあげる(註19)。

域外から SGPに輸入された材料を使い，最終

工程として SGPで組み立てられたブラウン管が

あるとする。域外材料費を $30，SGPでの組み立

て費(労働費と間接費)を $10とすると，ブラウ

ン管の総製造費は $40(30+10)となる。このと

き，条件 i)， ii )は以下のようになる。

i)ブラウン管は，最終工程として SGPで製

造されている。

ii )ブラウン管の原産資格割合が25%(< 

40%)である。

ブラウン管の原産資格割合

$10 
-一一一一ーザX100%
( $30十$10) 

$10 
= ';'~"x100ニ25%<40%
$40 

以上のように，ブラウン管は条件 i)のみ満た

す。この場合，材料であるブラウン管は，最終工

程として SGPで製造されているが，ブラウン管

の原産資格割合は25%で40%未満となっている。
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その結果，原産資格割合によって換算された材料

費 (40X25%=$10)が， SGPで製造される TV

の原産資格割合の計算に計上できることになる。

以下にこの具体例をあげる。

このブラウン管と SGPに域外から輸入された

部品を使い，最終工程として SGPでTVを組み

立てるとする。この場合， TVの材料に SGP原

産のものと域外原産のものを両方使用し，かっ

SGPでのTV製造が最終工程であるため，この

TVには，先に述べた産品の原産地規則であるA.

付加価値基準が適用されることになる。

域外材料費を $90，SGP原産の材料費(ブラ

ウン管)を $10($ 40X25%)，域外原産の材料

費(ブラウン管)を $30($40X75%)， SGPで

の組み立て費(労働費と間接費)を$70とすると，

TVの総製造費は$200(90+10+30+70) とな

る。このとき，先に述べた産品の原産地規則であ

るA.付加価値基準の条件 i)， ii)は，以下の

ようになる。

i) TVは最終工程として， SGPで組み立てら

れている。

ii)原産資格割合が40% (~40%) である O

原産資格割合
s 10 

X100% 
( $ 90+ $ 10+ $ 30+ $ 70) 

$80 
=一一一一X100%=40%ミ40%
$ 200 

以上のように， SGPで製造されたTVはA.

付加価値基準の条件 i)， ii)を共に満たしてい

る。その結果， SGP原産であると認められ， NZ 

へ関税ゼロで輸出できる。

C.条件 i)を満たさないが，条件 ii)は満た

す場合

この場合，製造の最終工程がSGP(NZ)で行

われていないが，材料の原産資格割合が40%以上

であるので，材料は部分原産材料と考えられる。

材料費としては，部分原産材料費に原産資格割合

を掛けたものが計上できる。以下では，条件 i) 

を満たさないが，条件ii)は満たす場合の具体例

をあげる(註20)。

SGP原産材料も使って，域外で製造されたブ

ラウン管があるとする。 SGP原産材料費を $30，

域外での組み立て費(労働費と間接費)を $10と
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すると，ブラウン管の総製造費は $40(30+10) 

となる。このとき，条件 i)， ii)は以下のよう

になる。

i)ブラウン管は，最終工程として SGPで製

造されていない。

ii)ブラウン管の原産資格割合が75%(注

40%)である。

ラウン管の原産資格割合

s 30 
m __' .--m • _ X 100% 
$30+ $10 

$30 
=一一一一X100%=75%~40%
$40 

以上のように，ブラウン管は条件 i)のみ満た

す。この場合，材料は SGP原産の材料を使用し

ているが，ブラウン管は域外で製造されている。

その結果，ブラウン管の材料費に原産資格割合を

掛けたものが部分原産材料として考えられ，最終

工程として SGPで組み立てられる TVの原産資

格割合を計算する際に原産材料費として計上でき

る。以下にこの具体例をあげる。

このブラウン管と SGPに域外から輸入された

TVの材料を使い，最終工程として SGPでTV

を組み立てるとする。この場合，TVの材料に SGP

原産のものと域外原産のものを両方使用し，最終

工程として SGPで製造しているため，このTV

には，先に述べた産品の原産地規則であるA.付

加価値基準が適用される。

域外から SGPに輸入されたTVの材料(ブラ

ウン管以外の材料)費を$90， SGP原産として換

算される TVの材料(ブラウン管)費を $30($40

X75%)，域外原産として換算される TVの材料

(ブラウン管)費を $10($40X25%)， SGPで

の組み立て費(労働費と間接費)を$70とすると，

TVの総製造費は$200 (90+30+10+70)とな

る。このとき，産品の原産地規則であるA.付加

価値基準の条件 i)， ii)は，以下のようになっ

ている。

i) TVは， SGPで最終工程として製造されて

し、る。

ii)原産資格割合が50% (~40%) である。
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原産資格割合

830+ $叩
X100% 

( $ 90+ $ 30+ $10+ $ 70) 

$100 
=一一一一x100% = 50%:2:40% 
$ 200 

以上のように， SGPで製造されたTVはA.

付加価値基準の条件 i)， ii)を共に満たしてい

る。その結果， SGP原産であると認められ， NZ 

へ関税ゼロで輸出できる。

5. JSEPAの原産地規則の概要

1 )産品についての原産地規則

J-S協定では，産品の原産地規則について， (1)完

全生産品基準と(2)実質的変更基準の2つの基準が

あり，どちらかの基準を満たす産品を原産品とし

ている。

(1) 完全生産品基準

完全に SGP(日本)原産の材料を使って製造

したもの，もしくは得られた産品が対象となる。

FTA締約国において完全生産品基準を満たせば，
原産品資格を得ることができる。具体例として，

SGP (日本)で収穫，採集された植物，動物，

f号、などが挙げられる(註21)。

(2) 実質的変更基準

J-S 協定の実質的変更基準には，関税分類変更

基準と付加価値基準がある。実質的変更基準に属

するほとんどの産品(約94%) (註22)は，関税

分類変更基準に基づいている。これ以外の産品は，

関税分類変更基準と付加価値基準のどちらか選択

できるようになっている。

A.関税分類変更基準

一般に産品や材料には関税率表番号が割り振ら

シンガポール 関税ゼロ 日本

ヒ'ーノレを輸入
亡つ 3シンガポーノレから

にら 第三国

1 モノレト

(HS1J.07) 

図3 関税分類変更基準を満たす産品のフロー図

(J-8協定の場合)
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れている。 J-S協定の関税率表番号はHSコード

に基づいている。関税分類変更基準では，材料の

関税率表番号と産品の関税率表番号とが異なれば

十分に加工されたとみなされる(註23)。関税分

類変更基準は関税率表番号が異なればよいので，

本基準を満たしていることを立証するのは容易で

ある。 J-S協定で関税率表番号が異なると認めら

れるには，関税率表番号の上4桁番号が変わって

いること(項変更基準)が必要とされる。以下に，

関税分類変更基準を満たす場合の具体例(図3) 

をあげる(註24)。

域外原産のモルトを使用して， SGPで製造さ

れたビールが日本へ輸出されたとする。域外原産

のモルトの関税率表番号は HS11.07， SGPで製

造されたビールの関税率表番号HS22.03である。

モルトはビールに加工され，関税率表番号の上4

桁番号は HS11.07から HS22.03に変わっている。

この結果，ビールは SGP原産であると認められ，

日本へ関税ゼロで輸出できる。

B.付加価値基準

J-S 協定の付加価値基準では，以下の条件 i)， 

ii) をすべて満たす必要がある。基準の対象品目

は主に，石油製品，有機化学品，プラスチック・

ゴム製品などの化学製品である。

i)製造の最終工程がSGP(日本)で行われ

ている。

ii)産品の原産資格割合が60%以上である。

以下に，本基準の条件 i)， ii) を共に満たす

場合の具体例をあげる(註25)。

域外原産のシクロヘキサンと硝酸を用いて，最

終工程として SGPでアジピン酸を製造するとし

よう。域外原産材料であるシクロヘキサンと硝酸

の材料費合計額を$5， SGPでのアジピン酸

(ナイロンなどの製造原料)の製造費を $10とす

ると，アジピン酸の総製造費は $15となる。この

とき，本基準の条件 i)，ii)は以下のようにな

る。

i )アジピン酸は，最終工程として SGPで製

造されている。

ii )原産資格割合が66.67%(注60%)である。

原産資格割合

810 
m _ T ，-:' . ~ x 100=66. 67%ミ60%
$5+$10 
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第三国

シンガポーノレ 日本

2ブタン.1・オーノレ

田S29.05.1の
仁コ 3 シンガポールから

ブタンー 1オーノレ

を輸入

図4 関税分類変更基準と付加価値基準の内どちらか一方の基準を満たす産

品のフロー図 (J-S協定の場合)

以上のように，アジピン酸は本基準の条件i)，

ii) を共に満たしている。その結果， SGP原産

であると認められ，日本へ関税ゼロで輸出できる。

次に以下に， A.関税分類変更基準， B.付加

価値基準の両方を選択可能な産品の具体例(図

4 )をあげる(註26)。

域外から水素 (HS29.04.1O)と有機合成原料

である Nーブチルアルデヒド (HS29.05.13)を

輸入し， SGPでブタン 1 オール (HS

29.05.13)を製造するとしよう.域外から SGP

に輸入された水素を $l，Nーブチルアルデヒドを

$2，SGPでの労働費と間接費の合計額を$7と

すると，ブタンー l オールの総製造費は$10と

なる。ブタンー I オールの原産地規則は，A.

関税分類変更基準と B.付加価値基準のどちらか

の条件を満たせば良いことになる。なお，ブタン

1 オールの原産地規則は以下のようになる。

A. HS29.05に該当する材料以外の材料から製
造された産品であること。

B. i)製造の最終工程がSGP(日本)で行

われていること。

ii)産品の原産資格割合が60%以上である

こと。

この例の場合， Nーブチルアルデヒドの関税率

表番号は (HS29.05)であり基準Aを満たさな

いので，基準Bが選択される。このとき，基準

Bの条件 i)，ii)は，以下のようになる。

B. i)最終製造がSGPで行われている。

ii)原産資格割合が70%(注60%)である。

原産資格割合

$ 7 
一一一一一一一X100=70%ミ60%

以上のように， NーブチルアルデヒドはA.関
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税分類変更基準は満たさないが，B.付加価値基

準を満たしている。その結果， SGP原産である

と認められ，日本へ関税ゼロで輸出できる。

2 )原産材料についての原産地規則

J-S 協定では，以下の(1)完全生産材料ないしは

(2)加工材料原産材料の基準を満たす材料を原産材

料としている。

(1) 完全生産材料

SGP (日本)で完全に生産された，または得

られた材料のことである。産品の付加価値を計算

する際に，この材料費の100%を原産材料費とし

て計上できる。完全生産材料の原産地規則は，先

に述べた産品についての(1)完全生産品基準と同様

である O

(2) 加工材料(註27)

産品についての原産地規則は，材料にも適用さ

れる。つまり， SGP (日本)で加工された材料

は，原産地規則を満たしているならば原産材料と

考えられる。 J-S協定でも， N-S 協定と同様

に，加工材料の原産地規則を満たさなくても部分

原産材料として認められる場合がある。また， J-

S 協定では全産品の関税を撤廃していないため，

材料に原産地規則が与えられていない場合も出て

くる。この場合，産品の原産地規則をもとに材料

の原産地を決めることができる。

①関税分類変更基準

材料についての関税分類変更基準は，先に述べ

た産品についての関税分類変更基準と同様である。

また，材料に原産地規則がない場合，産品の原産

地規則をもとに材料の原産地を決めることができ

る。以下では，域外から SGPに輸入された材料

に①関税分類変更基準がない場合の具体例(註

28)をあげる。

域外から SGPに輸入された原油 (HS27.09)
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シンガポール

1未加工のプラスチッ

ク・パイプ

プラスチック・パイプ

日本

シンガポーノレから

切断され士プラスチッ

ク・パイプを輸入

図5 加工材料の原産地規則を満たす産品のフロー図 (J-S協

定の場合)

を材料に用いて SGPでプロピレン (HS27.11)

を製造し，その後， SGPでプロピレン (HS

27.11)からプロパン lーオール (HS29.05)

を製造するものとする。この場合， J-S 協定では

プロピレンに関しての原産地規則がない(関税分

類変更基準がない)ので，プロパンー 1-オール

の原産地規則を満たせばプロピレンは SGP原産

の材料であると認められる。プロパンー 1ーオー

ルの原産地規則は， fHS29.05に該当する材料以

外の材料からできた産品のことjとなっており，

プロピレンはプロパンー 1 オールの原産地規則

を満たす。

以上のように，プロピレンはプロパンー l

オールの原産地規則を満たしている。その結果，

原産地規則がない場合でも SGP原産材料である

と認められ，材料費の100%を原産材料費として

計上できる.

ci付加価値基準

材料についての付加価値基準は，先に述べた産

品についての付加価値基準と同様に，条件 i)， 

ii)の両方を満たす必要がある。また，十分に加

工されていないが一部を原産材料として認められ

る材料は，部分原産材料と呼ばれる。 N-S協定

同様，産品の付加価値基準を計算する際には，こ

の材料費に原産資格割合を掛けたものを部分原産

材料費として計上できる。以下では，本基準の条

件 i)， ii )の両方とも満たさない場合の具体例

(図5)をあげる(註29)。

SGPでプラスチック・パイプを製造し，域外
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に輸出する。域外でプラスチック・パイプは加工

され，加工されたプラスチック・パイプは，切断

するために再びSGPに輸出される。最終的にプ

ラスチック・パイプは SGPで切断され，それが

日本へ輸出されるものとする。 SGPでのプラス

チックの製造費を $11，域外での加工費を $8，

SGPでプラスチック・パイプの切断費を$1と

する。切断されたプラスチック・パイプの材料と

なる，加工されたプラスチック・パイプの総製造

費は $19(11+ 8)である。このとき，②付加価

値基準の条件 i)， ii)は以下のようになる。

i )加工されたプラスチック・パイプの製造が，

最終工程として域外で行われている。

ii )原産資格割合が57.89%(<60%)である。

原産資格割合

811 
"'" ， '" ~ x100=57.89%<60% 
$11+$8 

以上のように，加工されたプラスチック・パイ

プは，本基準の条件 i)， ii )の両方とも満たさ

ない。しかし，加工されたプラスチック・パイプ

の原産資格割合は総製造費の57.89%($11)を

占めており， J-S協定では，部分原産材料として

認められる(註30)。したがって，切断したプラ

スチック・パイプの原産資格割合を計算する際，

加工されたプラスチック・パイプの製造費のうち

$11を域内原産材料費として計上できる。

次に，産品である切断されたプラスチック・パ

イプについての付加価値基準をみてみよう。 SGP
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表4 原産地規則の FTA間比較

ニュージーフンド・ 日本・ 豪州・
原産地規則の内容

シンガポール問 FTA シンガポール間 FTA ニュージーランド問F寸A幻

(1) 完全生産品基準の有無 0" O O 
(2) 実質的変更基準の有無 O O O 
ア)関税分類変更基準の有無 x" O × 

イ)付加価値基準の有無 O O O 
原産資格割合 40% (一部50%11) 60% 50% 

註1)材料に域内原産のものが入っておらず，かつ品質検査 (QCT)のためのみ輸入されるものにつき

原産資格割合の基準が50%となる。

註 2)0は，同基準が協定に存在する， xは協定に存在しないことを意味する。
註3)豪州・ニュージーランド問E寸Aについては畢内・山本[8Jに基づいた。

でのプラスチックの切断費は$1であるため，切

断されたプラスチック・パイプの総製造費は $20

(11+ 8 + 1)となる。切断したプラスチック・
パイプの原産地規則は，産品の原産地規則である

B.付加価値基準を満たせばよく，本基準の条件

i )， ii)は以下のようになる。

i )切断されたプラスチック・パイプの製造が，

最終工程として SGPで行われている。

ii)原産資格割合が60% (三60%)である。

原産資格割合

s 11+$1 
XlQO=60%二三60%

$11+$8+$1 

以上のように，切断されたプラスチック・パイ

プは本基準の条件 i)， ii )を共に満たしている。

その結果， SGPの原産であると認められ，日本

へ関税ゼロで輸出できる。

6. ANZSCEPとJSEPAの原産地規則の比較

原産地規則の実質的変更基準(域内で十分に加

工されたと認定する基準)に関し， N-S 協定は

付加価値基準だけであり， J-S 協定は付加価値基

準もわずかながらあるが，関税分類変更基準を基

本としている。この点が最も大きな違いといえる

(表4)。付加価値基準に関しでも， J-S協定の

原産資格割合は60%であり， N-S協定の原産地

基準の最高50%と比べても高い(註31)。このよ

うに， J-S協定の原産地規則は，関税分類変更基

準の中でもより厳しい基準である項変更基準を採

用しており，しかも付加価値基準における原産資

格割合がN-S協定の原産資格割合と比較して高
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くなっている。これらのことから J-S協定の原産

地規則は， N-S協定の原産地規則に比べて厳し

いといえる。また，両協定問でかなり異なった原

産地規則を採用していることから，今後， FTA 

締結数が増加していく場合，両協定の原産地規則

が「スパゲテイ・ボウル現象」をもたらす原因と

なる恐れも示唆される。

7.結論

本論文の課題は，ニュージーランド・シンガ

ポール二国間 FTA(N‘S協定)と日本・シンガ

ポール二国間 FTA(J-S協定)の原産地規則を

比較し，両協定の原産地規則が「スパゲテイ・ボ

ウル現象jをもたらす恐れがないかどうかの検証

を試みることであった。以下の点が明らかになっ

た。

①N-S協定の原産地規則は，完全生産品基準

(未加工品の農産物などが対象)を除けば「付

加価値基準J(総製造費のうち域内由来の費用
が占める割合=1原産資格割合」が一定基準を

満たす場合に域内品と認定する基準)のみであ

る。原産資格割合は，域内の材料を使って製造

した場合は40%以上となっている。域外で作ら

れた材料のみを使い，完成産品の品質検査

(Quality Control Checking and Testing)だ

け行う場合に限り原産資格割合は50%となる。

②J・S協定の原産地規則は，完全生産品基準を除

けば「関税分類変更基準J(域外品が域内の加
工過程により関税分類が変更された場合に域内

品と認定する基準)を原則とし，厳しい基準で

ある項変更基準を採用している。また，ごくー
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部の産品のみに「付加価値基準J(J-S協定の
基準では60%以上)が適用される。

このように， J-S協定は，関税分類変更基準の

中でもより厳しい基準である項変更基準を採用し，

しかも付加価値基準における原産資格割合がN-

S協定の原産資格割合と比較して高くなっている

ことから， N幽S協定と比べ厳しい原産地規則の

基準を採用しているといえよう。また，両協定問

でかなり異なった原産地規則を採用していること

から，今後， FTA締結数が増加していく場合，
両協定の原産地規則が「スパゲテイ・ボウル現

象jをもたらす原因となる恐れも示唆された。

なお，今回は， NZ産農産物がSGPを迂回し

て日本へ輸出される可能性の検証には至らなかっ

た。この点は，今後の課題としたい。

註

(註1)浦田 [11]p.2は， FTAと経済ブロック化の関

連について次ぎのように述べている。

F寸Aは経済のプロック化を促し，関税と貿易

に関する一般協定 (GATI) . WTO体制の障害

になると考えられていた。しかし，グローバリ

ゼーションの進展で，いかにニ国間・地域間の

FTAでも排他的な性格を持つことは不可能に

なった。しかも， WTOと整合的なネットワーク

が広がれば，世界貿易自由化にプラスの影響を

もたらすとの認識が強まっている。

(註2) 3.原産地規則の一般概要は，主に財務省

[13]を要約したものである。

(註3)実質的変更基準にはこの2つ以外に加工工程

基準がある。加工工程基準では，十分に重要と

認められる製造作業又は加工が行われた場合，

実質的な変更があったとみなされる。加工工程

基準は， N-S協定と J-S協定の両協定のいずれ

でも採用されていない。

(註4)N-S協定では，以下に掲げる産品に， FTA締

約国において完全生産品基準を満たすとして原

産品資格を与えている。

ア)SGP (NZ)の土壌，領海，海底およびその

底から抽出された鉱物性生産品。

イ)SGP (NZ)で収穫，採集された植物性産物。

ウ)SGP (NZ)で生まれ，成育した，生きてい

る動物。

エ)SGP (NZ)で生まれ，成育した，生きてい

る動物から得られた産品。
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オ)SGP (NZ)において行われた狩猟， 1魚、ろう，

養殖で得られた産品。

カ)SGP (NZ)の領 j毎外において， SGP 

(NZ)を旗固とする船舶により得られた水産

物。

キ)SGP (NZ)の領海外において， SGP 

(NZ)を旗国とする工船上において得られた

または生産された産品(カ)に規定する産品

から生産された産品に限る)。

ク)SGP (NZ)に海底のものを取る権利があっ

た場合， SGPの領海外の海底またはその地下

から得られた産品。

ケ)SGP (NZ)での製造過程で生じた廃棄物及

ぴ廃品であって，原材料の回収のみに適する

ものQ

コ)廃棄物及ぴ廃品であって， SGP (NZ)にお

いて採集された中古品から得た原材料の回収

のみに適するもの。

サ)SGP (NZ)においてア)からコ)までに規

定する産品のみから得られ又は生産された産
ロ
ロ目。

(註 5)Singapore Trade Net [9] p.2-3 

(註6)ANZSCEP付属書 1: Rules of Origin， Section 

23a)参照。

(註7J衣類及び衣類付属品(手袋，女性用手袋，長

手袋を含む)(HS3926. 20)，防水布，日よけ，

キャンプ用品 (HS3926.90. 01)。

(註8)外科医用ゴム手袋 (HS40l5.11)，その他のも

の (HS4015.19)，その他のもの (HS4015.90)。

(註9)衣類及び衣類付属品(革製またはコンポジ

ションレザー製のものに限る) (HS42.03)。

(註10)衣類及び衣類付属品，その他の毛皮製品 (HS

43.03)，人造毛皮及びその製品 (HS43.04)。

(註11)衣類及び衣類付属品 (HS4818.50)。

(註12)ガラス繊維(グラスウールを含む)及びその

製品 (HS70.19)。

(註13)マットレス;セルラーラバー製又は多泡性プ

ラスチック製のもの (HS9404.21) ，マットレ

ス;その他の材料製のもの (HS9404.29)，寝具

(HS9404. 30)，その他のもの (HS9404.90) 0 

(註14)ボタン;プラスチック製のもので紡織用繊維

を被服していないもの (HS9606.21)，ボ、タン;

非金属製のもので紡織用繊維を被服していない

もの (HS9606.22)，ボタン;その他のもの (HS

9606.29) ，ボタンの部分品 (HS9606.30)，スラ

イドファスナー (HS96.07)。

(註15)New Zealand Customs Service [6 J p.6. 

(註16)Singapore Trade Net [9 J pp.4-5. 
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(註17)SingaporeTradeNet [9J pp.5-6. 

(註18)この SGP原産と認められた TVのブラウン管

にさらに域外からの材料を使って SGPで組み立

てられたTVの原産地規則(産品についての原産

地規則)は， A.付加価値基準のみの場合の具体

例を参照。

(註19)SingaporeTradeNet [9 J pp.7-8. 

(註20)Singapore Trade Net [9 J pp.8-9. 

(註21)JSEPA協定第23条参照。

(註22)財務省 [14Jの6章原産地規則のデータをも

とに計算。

(註23)産品が原産地規則を満たさない場合でも，材

料が原産地規員ijを満たしているならば，産品IJ:

原産材料からできていると考えられることから

原産品と認められる (Singapore Trade Net 

[4 J p.7)。

(註24)Singapore Trade Net [loJ p.3. 

(註25)Singapore Trade Net [10J p.3‘ 

(註26)SingaporeTradeNet [lOJ pp.3-4. 

(註27)なお本稿では，加工材料のcb付加価値基準に

関し， N-S協定の場合，条件 i)，ii)の両方を

満たしていない場合， J-S協定の場合，条件 i)， 

ii)のどちらかを満たしていない場合について

の分析までには至っておらず，これらの解明は

今後の課題としたい。

(註28)Singapore Trade Net [lOJ p.3. 

(註29)SingaporeTradeNet [lOJ pp.5-6. 

(註30)もし，域外でかかった費用は$8ではなく$6 

の場合，切断されていないプラスチックの原産

資格割合は

原産資格割合

Sl1 
-一一一一一一一x100% =64. 70%二三60%
$ 6十 $11

これにより域外から SGPに輸出した加工され

たプラスチック・パイプは， SGP原産材料とな

る.このように，わずかな費用の違いで，切断

されたプラスチック・パイプは日本へ輸出する

際， 100%SGP原産として日本に関税ゼロで入っ

てくる可能性がある点にも注意が必要であろう。

(註31)なお， NZ'豪州問FTAの原産地規則は「付

加価値基準」が基本であり，原産資格割合は50%

以上が原則となっている(津内・山本 [8J参

照)。
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